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平成２８年度 第４回教育研究評議会議事要旨 

 

  日  時  平成２８年６月１５日（水） １３時３０分～１５時０５分 

  場  所  事務局３階 第１会議室 

  出 席 者  学長，中島理事，田中理事，細井理事，北野理事，法橋理事，香川副学長， 

岸田副学長，古塚副学長，矢部副学長，柗見副学長，山口副学長，藤井，山根， 

河合，河田，陳，田村，前川，住川，山中，川村，難波，中村の各評議員 

 陪 席 者  田中監事，本名顧問 

 

 

 前回議事要旨の確認 

     平成２８年度第２回（５月１１日開催）及び第３回（５月２４日開催）議事要旨を承認

した。 

 

議  題 

１．第２期中期目標期間における法人評価報告書 

６月末までに提出予定の第２期中期目標期間における法人評価報告書について，「平成

２７年度及び第２期中期目標期間に係る業務実績報告書（案）」等の各種報告書の概要等

を資料に基づき説明の後，審議し，各部局等において内容を精査のうえ修正等があれば申

し出ていただき，最終的な調整は執行部に一任することとして，承認した。 

 

２．第３期中期目標期間中における経費削減の方針 

第３期中期目標期間中における経費削減方針のうち，人件費抑制のための各部局毎の教

員定数の削減案について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。 

 

 

報  告 

  １．次期学長候補者の選考（再任） 

平成２８年度末日をもって豐島 良太 鳥取大学長の任期が満了することに伴い，平成２

８年６月６日開催の平成２８年度第１回学長選考会議において，豐島学長を次期学長候補

者として再任することを決定した旨，報告があった。 

 

  ２．休学・退学状況（２０１１～２０１５年度） 

２０１１年度から２０１５年度までの過去５年間における学部，大学院修士・博士前期

課程及び博士・博士後期課程の別の休学・退学者の割合及び理由等について，資料に基づ

き報告があった。 
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３．平成２８年度４月入学料免除及び入学料徴収猶予  

平成２８年度４月における学部及び大学院入学者に係る入学料免除及び入学料徴収

猶予許可者を学生生活支援委員会で決定した旨，資料に基づき報告があった。 

 

４．「大学の世界展開力強化事業」への申請 

平成２８年度大学教育再生戦略推進費｢大学の世界展開力強化事業」に本学が申請を行

ったこと及び当該事業の概要並びに本学の申請構想内容について，資料に基づき報告があ

った。 

 

５．参議院議員選挙にかかる期日前投票所の設置 

７月１０日に参議院議員通常選挙が実施されることに伴い，鳥取市選挙管理委員会から

の依頼に基づき，６月３０日に本学広報センター内（１階 スペースＢ）に期日前投票所

が設置されることについて，資料に基づき報告があった。 

 

６．平成２７年度決算関係 

平成２７年度決算にかかる財務諸表等を６月１０日に文部科学省に提出したこと及び

財務諸表に係る貸借対照表，損益計算書の概要並びに当期総利益の主な発生要因の内訳等

について，資料に基づき報告があった。 

 

７．平成２８年度学長裁量経費の採択 

平成２８年度学長裁量経費について，重点施策推進経費７件，広報戦略経費１件，国際

戦略経費１件及び教育研究環境改善支援経費１件を採択した旨，資料に基づき報告があっ

た。 

 

８．科学研究費助成事業の審査システム改革 

平成２９年度助成（平成２８年９月公募予定）から新制度に移行予定の「挑戦的萌芽研

究」の見直しに係る検討状況について，資料に基づき報告があった。 

 

９．「研究倫理教育」及び「コンプライアンス教育」の受講状況等 

e-Learningによる「研究倫理教育」及び「コンプライアンス教育」の，平成２８年５月

末における受講状況について，資料に基づき報告があった。 

 

10．情報倫理に関する啓発作品コンテストの実施 

ＳＮＳの適切な利活用の促進について啓発を図ることを目的とした「情報倫理に関する

啓発作品コンテスト」を昨年に引き続き実施すること及び募集内容の変更点等について，

資料に基づき報告があり，併せて，周知への協力について依頼があった。 
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11．その他 

①第２回経営協議会の開催 

平成２８年度第２回経営協議会を６月２７日に開催予定である旨，資料に基づき説明が

あった。 

 

②学生の懲戒処分の解除 

停学中の学生の処分解除を学生生活支援委員会において決定した旨，報告があった。 

 

③次回開催予定 

次回の定例開催日は７月１３日（水）である旨，説明があった。 

 

 

議  題 

３．教員の懲戒処分 

審査対象者から提出のあった意見陳述書について説明が行われ，審議の結果，引き続き

教育研究評議会において審議することとした。 

 

 

以上 


